
第3号様式

意見公募(パブリックコメント)の結果

○件 名 「勝浦市民憲章改編（案）」

○意見等の募集期間 令和４年１２月９日（金）～ 令和５年１月１２日（木）

○意見等の受付件数 １件

１ 寄せられた意見等を内容により整理し、意見等の概要として掲載します。

「勝浦市民憲章改編（案）」についての意見

２ 寄せられた意見を考慮し、次のとおり素案の修正を行いました。

修正無し。

※ 勝浦市情報公開条例第6条に規定する不開示情報、情報、政策等の策定に係わりのな

いもの及び賛否の結論のみを示したものについては、掲載を省略することがあります。

○ 問い合わせ先 勝浦市役所 総務課 総務係

番号 提出のあった意見等の概要 市 の 考 え 方

１

①「海と緑の自然」に加えて、文化

財・歴史遺産も考えられる。

②今後、一人世帯も増えるものと考え

られるため、家庭という文言は避けた

方がよい。

③これからのまちづくりでは、市民の

合意形成、市民参加、助け合いが必要

と考えられるため、「みんなで創るみ

んなのまちをめざします」という表現

があってもよい。

今回の改編案の趣旨につきまして

は、文面中の「生まれ育ったこの郷

土」という表現について、市外から本

市に移住・定住された市民の方々も多

くいらっしゃる中で、各所からその表

現が不適当ではないかとのご意見が寄

せられ、これらを踏まえ、検討委員会

及び市内部で検討した結果、改編しよ

うとするものであります。

今回、いただいたご意見につきまし

ては、本市のこれからの在り方を考え

ていくうえで、大変重要な要素である

と認識しております。

そのうえで、いただいたご意見の内

容及び趣旨については、担当部局を中

心に市内部において、広く共有させて

いただき、それらの気運の高まりを見

定めながら、今後、必要に応じて検討

してまいりたいと考えます。


